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○島田市ばらの丘公園条例施行規則 

平成17年５月５日 

規則第117号 

改正 平成17年９月30日規則第167号 

平成19年３月30日規則第23号 

平成20年９月30日規則第115号 

平成28年２月５日規則第10号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、島田市ばらの丘公園条例（平成17年島田市条例第131号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公募の方法） 

第２条 市長は、指定管理者を公募するに当たっては、あらかじめ次に掲げる事項を

島田市公告式条例（平成17年島田市条例第３号）に規定する掲示場へ掲示し、並び

に市の広報及びホームページへ掲載するものとする。 

(1) 島田市ばらの丘公園（以下「ばらの丘公園」という。）の名称及び所在地 

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

(3) 指定の期間 

(4) 申請の方法 

(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項 

（平17規則167・追加、平20規則115・一部改正） 

（申請に関する書類） 

第３条 条例第６条の申請書は、ばらの丘公園指定管理者指定申請書（様式第１号）

とし、同条第１号の事業計画書は、ばらの丘公園事業計画書（様式第２号）とする。 

２ 条例第６条第２号に掲げる規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(1) ばらの丘公園の管理に関する業務の収支予算書 

(2) 法人その他の団体（以下「法人等」という。）の定款又は寄附行為及び登記事

項証明書（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類） 

(3) 申請書を提出する日の属する事業年度における法人等の事業計画書及び収支予

算書並びに前事業年度において事業の実績がある場合は、その事業報告書及び収

支計算書 
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(4) 設立趣旨、事業内容等法人等の概要が分かるもの 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類 

（平17規則167・追加、平20規則115・一部改正） 

（指定管理者の候補者） 

第４条 条例第８条第１項の規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する法

人等とする。 

(1) 市税（延納又は納税猶予に係る税額を除く。）を完納していること（市税を課

されている場合に限る。）。 

(2) １年以上継続して当該団体の事業活動を行っていること。 

(3) 前２号に掲げる事項のほか、市長が別に定める要件を満たすものであること。 

（平17規則167・追加、平20規則115・一部改正） 

（指定の通知） 

第５条 市長は、指定管理者を指定するときは、ばらの丘公園指定管理者指定書（様

式第３号）により指定する法人等に通知する。 

（平17規則167・追加） 

（指定の取消し） 

第６条 市長は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第11項の規定により

指定管理者の指定を取り消すときは、ばらの丘公園指定管理者指定取消通知書（様

式第４号）により当該法人等に通知する。 

（平17規則167・追加、平20規則115・一部改正） 

（協定の締結） 

第７条 指定管理者は、市長とばらの丘公園の管理に関する協定を締結しなければな

らない。 

２ 前項の協定においては、次に掲げる事項を定める。 

(1) 指定期間に関する事項 

(2) 事業計画に関する事項 

(3) 入園料に関する事項 

(4) 施設及び設備の維持管理に関する事項 

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項 

(6) 個人情報の保護に関する事項 
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(7) 業務報告及び事業報告に関する事項 

(8) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

(9) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項 

（平17規則167・追加、平20規則115・一部改正） 

（業務報告の聴取等） 

第８条 市長は、ばらの丘公園の管理の適正を期すため、指定管理者に対して、その

管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は臨時に報告を求め、実地に調査し、

又は必要な指示をすることができる。 

（平17規則167・追加、平20規則115・一部改正） 

（業務報告書の作成及び提出） 

第９条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、ばらの丘公園の管理に関する次に

掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただ

し、年度の途中において第６条の規定により指定を取り消されたときは、その取り

消された日から起算して30日以内に、当該日までの間の事業報告書を提出しなけれ

ばならない。 

(1) 管理業務の実施状況 

(2) ばらの丘公園の利用状況（入園者数、入園を拒否した件数及びその理由等） 

(3) 入園料収入の実績 

(4) 管理経費等の収支状況 

(5) 前各号に掲げる事項のほか、指定管理者による管理の実態を把握するために必

要な事項 

（平17規則167・追加、平20規則115・一部改正） 

（入園料の納付等） 

第10条 ばらの庭園に入園しようとする者は、条例第12条に規定する入園料を納付し、

入園券の交付を受けなければならない。 

２ 前項の入園券を交付する時間は、開園時刻から閉園時刻の30分前までとする。 

（平17規則167・旧第４条繰下・一部改正、平20規則115・一部改正） 

（入園料の免除） 

第11条 条例第13条の規定による入園料の免除は、次に掲げる者が入園する場合に行

うものとする。 
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(1) ５月４日（みどりの日）における入園者 

(2) ５月５日（こどもの日）における入園者のうち小学校又は中学校に在学する者 

(3) 市内の小学校又は中学校に在学する者及びこれらの者を引率する教員（当該小

学校又は中学校において教育課程として行われる教育活動のため入園する場合に

限る。） 

(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が特に適当と認める者 

（平17規則167・旧第５条繰下、平19規則23・平20規則115・一部改正） 

（遵守事項） 

第12条 ばらの丘公園の入園者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 施設、設備、展示物等を汚損し、又は損傷しないこと。 

(2) ばら等の植栽物を採取し、又は損傷しないこと。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。 

（平17規則167・旧第６条繰下、平19規則23・平20規則115・一部改正） 

（その他） 

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（平17規則167・旧第７条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年５月５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の島田市ばらの丘公園条例施行規則（平

成４年島田市規則第３号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この

規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成17年９月30日規則第167号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第23号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年９月30日規則第115号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定（同条第

１号に係る部分を除く。）、第３条第２項第２号、第４条第１号及び第３号並びに第
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６条の改正規定、第９条第２号の改正規定（「ばら公園」を「ばらの丘公園」に改め

る部分を除く。）並びに第11条の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年２月５日規則第10号）抄 

この規則は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

（平20規則115・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

（平20規則115・一部改正） 

様式第４号（第６条関係） 

（平28規則10・一部改正） 

 


